
総
務
省
組
織
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

新
旧
対
照
条
文

○
総
務
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
四
十
六
号
）

抄

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

現

行

附

則

附

則

（
行
政
評
価
局
の
所
掌
事
務
の
特
例
）

（
削
除
）

第
三
条

行
政
評
価
局
は
、
第
六
条
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
当
分
の
間
、
年
金

録
確
認
中
央
第
三
者
委
員
会
の
庶
務
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
自
治
行
政
局
の
所
掌
事
務
の
特
例
）

（
自
治
行
政
局
の
所
掌
事
務
の
特
例
）

第
三
条

自
治
行
政
局
は
、
第
七
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
別
に
政
令

第
四
条

自
治
行
政
局
は
、
第
七
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
別
に
政
令

で
定
め
る
日
ま
で
の
間
、
株
式
会
社
地
域
経
済
活
性
化
支
援
機
構
の
組
織
及
び
運
営

で
定
め
る
日
ま
で
の
間
、
株
式
会
社
地
域
経
済
活
性
化
支
援
機
構
の
組
織
及
び
運
営

一
般
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
般
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

２

自
治
行
政
局
は
、
第
七
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
務
及
び
前
項
に
規
定
す
る
事

２

自
治
行
政
局
は
、
第
七
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
務
及
び
前
項
に
規
定
す
る
事

務
の
ほ
か
、
別
に
政
令
で
定
め
る
日
ま
で
の
間
、
株
式
会
社
東
日
本
大
震
災
事
業
者

務
の
ほ
か
、
別
に
政
令
で
定
め
る
日
ま
で
の
間
、
株
式
会
社
東
日
本
大
震
災
事
業
者

再
生
支
援
機
構
の
組
織
及
び
運
営
一
般
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

再
生
支
援
機
構
の
組
織
及
び
運
営
一
般
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

３

自
治
行
政
局
は
、
第
七
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
務
及
び
前
二
項
に
規
定
す
る

３

自
治
行
政
局
は
、
第
七
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
務
及
び
前
二
項
に
規
定
す
る

事
務
の
ほ
か
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
日
ま
で
の
間
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に

事
務
の
ほ
か
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
日
ま
で
の
間
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に

掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

期
限

事
務

期
限

事
務



平
成
二
十
九
年
三
月

特
殊
土
壌
地
帯
（
特
殊
土
壌
地
帯
災
害
防
除
及
び
振
興

平
成
二
十
九
年
三
月

特
殊
土
壌
地
帯
（
特
殊
土
壌
地
帯
災
害
防
除
及
び
振
興

三
十
一
日

臨
時
措
置
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
九
十
六
号
）
第

三
十
一
日

臨
時
措
置
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
九
十
六
号
）
第

二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
殊
土
壌
地
帯
を
い
う
。
）

二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
殊
土
壌
地
帯
を
い
う
。
）

の
災
害
の
防
除
及
び
振
興
に
関
す
る
総
合
的
な
政
策
の

の
災
害
の
防
除
及
び
振
興
に
関
す
る
総
合
的
な
政
策
の

企
画
及
び
立
案
並
び
に
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

企
画
及
び
立
案
並
び
に
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

平
成
三
十
一
年
三
月

奄
美
群
島
（
奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
（
昭
和

平
成
三
十
一
年
三
月

奄
美
群
島
（
奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
（
昭
和

三
十
一
日

二
十
九
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る

三
十
一
日

二
十
九
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る

奄
美
群
島
を
い
う
。
）
の
振
興
及
び
開
発
に
関
す
る
総

奄
美
群
島
を
い
う
。
）
の
振
興
及
び
開
発
に
関
す
る
総

合
的
な
政
策
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
推
進
に
関
す
る

合
的
な
政
策
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
推
進
に
関
す
る

こ
と
。

こ
と
。

平
成
三
十
三
年
三
月

過
疎
地
域
（
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
（
平
成

平
成
三
十
三
年
三
月

過
疎
地
域
（
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
（
平
成

三
十
一
日

十
二
年
法
律
第
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る

三
十
一
日

十
二
年
法
律
第
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る

過
疎
地
域
を
い
う
。
）
の
自
立
促
進
に
関
す
る
総
合
的

過
疎
地
域
を
い
う
。
）
の
自
立
促
進
に
関
す
る
総
合
的

な
政
策
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
推
進
に
関
す
る
こ
と

な
政
策
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
推
進
に
関
す
る
こ
と

。

。

平
成
三
十
五
年
三
月

離
島
振
興
対
策
実
施
地
域
（
離
島
振
興
法
（
昭
和
二
十

平
成
三
十
五
年
三
月

離
島
振
興
対
策
実
施
地
域
（
離
島
振
興
法
（
昭
和
二
十

三
十
一
日

八
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る

三
十
一
日

八
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る

離
島
振
興
対
策
実
施
地
域
を
い
う
。
）
の
振
興
に
関
す

離
島
振
興
対
策
実
施
地
域
を
い
う
。
）
の
振
興
に
関
す

る
総
合
的
な
政
策
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
推
進
に
関

る
総
合
的
な
政
策
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
推
進
に
関



す
る
こ
と
。

す
る
こ
と
。

平
成
三
十
七
年
三
月

振
興
山
村
（
山
村
振
興
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
六
十

平
成
三
十
七
年
三
月

振
興
山
村
（
山
村
振
興
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
六
十

三
十
一
日

四
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
振
興
山
村
を
い
う

三
十
一
日

四
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
振
興
山
村
を
い
う

。
）
の
振
興
に
関
す
る
総
合
的
な
政
策
の
企
画
及
び
立

。
）
の
振
興
に
関
す
る
総
合
的
な
政
策
の
企
画
及
び
立

案
並
び
に
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

案
並
び
に
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

半
島
振
興
対
策
実
施
地
域
（
半
島
振
興
法
（
昭
和
六
十

半
島
振
興
対
策
実
施
地
域
（
半
島
振
興
法
（
昭
和
六
十

年
法
律
第
六
十
三
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
半

年
法
律
第
六
十
三
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
半

島
振
興
対
策
実
施
地
域
を
い
う
。
）
の
振
興
に
関
す
る

島
振
興
対
策
実
施
地
域
を
い
う
。
）
の
振
興
に
関
す
る

総
合
的
な
政
策
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
推
進
に
関
す

総
合
的
な
政
策
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
推
進
に
関
す

る
こ
と
。

る
こ
と
。

（
自
治
財
政
局
の
所
掌
事
務
の
特
例
）

（
自
治
財
政
局
の
所
掌
事
務
の
特
例
）

第
四
条

自
治
財
政
局
は
、
第
八
条
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
当
分
の
間
、
次
に

第
五
条

自
治
財
政
局
は
、
第
八
条
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
当
分
の
間
、
次
に

掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

地
方
特
例
交
付
金
に
関
す
る
こ
と
。

一

地
方
特
例
交
付
金
に
関
す
る
こ
と
。

二

交
通
安
全
対
策
特
別
交
付
金
の
交
付
に
関
す
る
こ
と
。

二

交
通
安
全
対
策
特
別
交
付
金
の
交
付
に
関
す
る
こ
と
。

（
削
除
）

２

自
治
財
政
局
は
、
第
八
条
各
号
及
び
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
平
成
二

十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
地
方
税
等
減
収
補
て
ん
臨
時
交
付
金
に
関
す
る

事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。



（
自
治
税
務
局
の
所
掌
事
務
の
特
例
）

（
自
治
税
務
局
の
所
掌
事
務
の
特
例
）

第
五
条

自
治
税
務
局
は
、
第
九
条
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
当
分
の
間
、
地
方

第
五
条
の
二

自
治
税
務
局
は
、
第
九
条
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
当
分
の
間
、

法
人
特
別
税
、
地
方
法
人
特
別
譲
与
税
及
び
地
方
道
路
譲
与
税
に
関
す
る
事
務
を
つ

地
方
法
人
特
別
税
、
地
方
法
人
特
別
譲
与
税
及
び
地
方
道
路
譲
与
税
に
関
す
る
事
務

か
さ
ど
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
号
中
「
地
方
税
、
」
と
あ
る
の
は
、

を
つ
か
さ
ど
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
号
中
「
地
方
税
、
」
と
あ
る
の

「
地
方
税
（
地
方
法
人
特
別
税
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
、
地
方
法
人
特
別
譲
与
税

は
、
「
地
方
税
（
地
方
法
人
特
別
税
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
、
地
方
法
人
特
別
譲

、
地
方
道
路
譲
与
税
、
」
と
す
る
。

与
税
、
地
方
道
路
譲
与
税
、
」
と
す
る
。

（
政
策
統
括
官
の
職
務
の
特
例
）

（
政
策
統
括
官
の
職
務
の
特
例
）

第
七
条

政
策
統
括
官
は
、
第
十
四
条
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
当
分
の
間
、
命

第
六
条
の
二

政
策
統
括
官
は
、
第
十
四
条
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
当
分
の
間

を
受
け
て
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
分
掌
す
る
。

、
命
を
受
け
て
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
分
掌
す
る
。

一

国
家
公
務
員
共
済
組
合
連
合
会
の
長
期
給
付
の
決
定
に
関
す
る
審
理
に
関
す
る

一

国
家
公
務
員
共
済
組
合
連
合
会
の
長
期
給
付
の
決
定
に
関
す
る
審
理
に
関
す
る

こ
と
。

こ
と
。

二

国
会
議
員
の
互
助
年
金
及
び
互
助
一
時
金
（
以
下
「
国
会
議
員
互
助
年
金
等
」

二

国
会
議
員
の
互
助
年
金
及
び
互
助
一
時
金
（
以
下
「
国
会
議
員
互
助
年
金
等
」

と
い
う
。
）
を
受
け
る
権
利
の
裁
定
並
び
に
こ
れ
ら
の
支
給
及
び
負
担
に
関
す
る

と
い
う
。
）
を
受
け
る
権
利
の
裁
定
並
び
に
こ
れ
ら
の
支
給
及
び
負
担
に
関
す
る

こ
と
。

こ
と
。

（
大
臣
官
房
総
務
課
の
所
掌
事
務
の
特
例
）

（
大
臣
官
房
総
務
課
の
所
掌
事
務
の
特
例
）

第
八
条

大
臣
官
房
総
務
課
は
、
第
二
十
二
条
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
当
分
の

第
七
条

大
臣
官
房
総
務
課
は
、
第
二
十
二
条
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
当
分
の

間
、
附
則
第
二
条
に
規
定
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

間
、
附
則
第
二
条
に
規
定
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
削
除
）

２

大
臣
官
房
総
務
課
は
、
第
二
十
二
条
各
号
に
掲
げ
る
事
務
及
び
前
項
に
規
定
す
る

事
務
の
ほ
か
、
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
独
立
行
政
法
人
評
価
委

員
会
平
和
祈
念
事
業
特
別
基
金
分
科
会
の
庶
務
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
五
条
第
六
号
中
「
情
報
通
信
・
宇
宙
開
発
分
科
会
」
と



あ
る
の
は
、
「
平
和
祈
念
事
業
特
別
基
金
分
科
会
、
情
報
通
信
・
宇
宙
開
発
分
科
会

」
と
す
る
。

（
行
政
評
価
局
行
政
相
談
課
の
所
掌
事
務
の
特
例
）

（
削
除
）

第
八
条

行
政
評
価
局
行
政
相
談
課
は
、
第
四
十
三
条
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、

当
分
の
間
、
年
金
記
録
確
認
中
央
第
三
者
委
員
会
の
庶
務
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ

ど
る
。

（
削
除
）

第
九
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で

削
除

（
自
治
行
政
局
市
町
村
課
の
設
置
期
間
の
特
例
）

（
自
治
行
政
局
市
町
村
課
の
設
置
期
間
の
特
例
）

第
九
条

自
治
行
政
局
市
町
村
課
は
、
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
置
か
れ
る

第
十
二
条

自
治
行
政
局
市
町
村
課
は
、
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
置
か
れ

も
の
と
す
る
。

る
も
の
と
す
る
。

（
自
治
行
政
局
市
町
村
課
の
所
掌
事
務
の
特
例
）

（
自
治
行
政
局
市
町
村
課
の
所
掌
事
務
の
特
例
）

第
十
条

自
治
行
政
局
市
町
村
課
は
、
第
四
十
七
条
の
二
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か

第
十
二
条
の
二

自
治
行
政
局
市
町
村
課
は
、
第
四
十
七
条
の
二
各
号
に
掲
げ
る
事
務

、
当
分
の
間
、
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
三

の
ほ
か
、
当
分
の
間
、
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法

十
五
号
）
附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
地
方

律
第
三
十
五
号
）
附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ

開
発
事
業
団
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
地
方
自
治
法
そ
の
他
の
地
方
公
共
団
体
に
関
す

た
地
方
開
発
事
業
団
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
地
方
自
治
法
そ
の
他
の
地
方
公
共
団
体

る
法
律
（
法
律
に
基
づ
く
命
令
を
含
む
。
）
で
総
務
省
に
属
さ
せ
ら
れ
た
も
の
を
つ

に
関
す
る
法
律
（
法
律
に
基
づ
く
命
令
を
含
む
。
）
で
総
務
省
に
属
さ
せ
ら
れ
た
も

か
さ
ど
る
。

の
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
自
治
行
政
局
地
域
政
策
課
の
所
掌
事
務
の
特
例
）

（
自
治
行
政
局
地
域
政
策
課
の
所
掌
事
務
の
特
例
）



第
十
一
条

自
治
行
政
局
地
域
政
策
課
は
、
第
四
十
八
条
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ

第
十
二
条
の
三

自
治
行
政
局
地
域
政
策
課
は
、
第
四
十
八
条
各
号
に
掲
げ
る
事
務

か
、
附
則
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
日
ま
で
の
間
、
同
項
に
規
定

の
ほ
か
、
附
則
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
日
ま
で
の
間
、
同
項
に

す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

規
定
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

２

自
治
行
政
局
地
域
政
策
課
は
、
第
四
十
八
条
各
号
に
掲
げ
る
事
務
及
び
前
項
に
規

２

自
治
行
政
局
地
域
政
策
課
は
、
第
四
十
八
条
各
号
に
掲
げ
る
事
務
及
び
前
項
に
規

定
す
る
事
務
の
ほ
か
、
附
則
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
日
ま
で
の

定
す
る
事
務
の
ほ
か
、
附
則
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
日
ま
で
の

間
、
同
項
に
規
定
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

間
、
同
項
に
規
定
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
自
治
行
政
局
地
域
自
立
応
援
課
の
所
掌
事
務
の
特
例
）

（
自
治
行
政
局
地
域
自
立
応
援
課
の
所
掌
事
務
の
特
例
）

第
十
二
条

自
治
行
政
局
地
域
自
立
応
援
課
は
、
第
四
十
九
条
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の

第
十
三
条

自
治
行
政
局
地
域
自
立
応
援
課
は
、
第
四
十
九
条
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の

ほ
か
、
附
則
第
三
条
第
三
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
日
ま
で
の
間
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表

ほ
か
、
附
則
第
四
条
第
三
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
日
ま
で
の
間
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表

の
下
欄
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

の
下
欄
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
自
治
行
政
局
公
務
員
部
福
利
課
の
所
掌
事
務
の
特
例
）

（
自
治
行
政
局
公
務
員
部
福
利
課
の
所
掌
事
務
の
特
例
）

第
十
三
条

自
治
行
政
局
公
務
員
部
福
利
課
は
、
第
五
十
一
条
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の

第
十
三
条
の
二

自
治
行
政
局
公
務
員
部
福
利
課
は
、
第
五
十
一
条
各
号
に
掲
げ
る
事

ほ
か
、
当
分
の
間
、
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

務
の
ほ
か
、
当
分
の
間
、
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（

二
十
三
年
法
律
第
五
十
六
号
）
附
則
第
二
十
三
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
存
続

平
成
二
十
三
年
法
律
第
五
十
六
号
）
附
則
第
二
十
三
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る

共
済
会
の
行
う
業
務
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

存
続
共
済
会
の
行
う
業
務
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
自
治
財
政
局
交
付
税
課
の
所
掌
事
務
の
特
例
）

（
自
治
財
政
局
交
付
税
課
の
所
掌
事
務
の
特
例
）

第
十
四
条

自
治
財
政
局
交
付
税
課
は
、
第
五
十
八
条
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、

第
十
四
条

自
治
財
政
局
交
付
税
課
は
、
第
五
十
八
条
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、

当
分
の
間
、
附
則
第
四
条
各
号
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

当
分
の
間
、
附
則
第
五
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
削
除
）

２

自
治
財
政
局
交
付
税
課
は
、
第
五
十
八
条
各
号
に
掲
げ
る
事
務
及
び
前
項
に
規
定

す
る
事
務
の
ほ
か
、
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
附
則
第
五
条
第
二



項
に
規
定
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
自
治
税
務
局
企
画
課
の
所
掌
事
務
の
特
例
）

（
自
治
税
務
局
企
画
課
の
所
掌
事
務
の
特
例
）

第
十
六
条

自
治
税
務
局
企
画
課
は
、
第
六
十
三
条
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
当

第
十
五
条
の
二

自
治
税
務
局
企
画
課
は
、
第
六
十
三
条
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か

分
の
間
、
地
方
法
人
特
別
譲
与
税
及
び
地
方
道
路
譲
与
税
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ

、
当
分
の
間
、
地
方
法
人
特
別
譲
与
税
及
び
地
方
道
路
譲
与
税
に
関
す
る
事
務
を
つ

ど
る
。

か
さ
ど
る
。

（
自
治
税
務
局
都
道
府
県
税
課
の
所
掌
事
務
の
特
例
）

（
自
治
税
務
局
都
道
府
県
税
課
の
所
掌
事
務
の
特
例
）

第
十
七
条

自
治
税
務
局
都
道
府
県
税
課
は
、
第
六
十
四
条
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ

第
十
五
条
の
三

自
治
税
務
局
都
道
府
県
税
課
は
、
第
六
十
四
条
各
号
に
掲
げ
る
事
務

か
、
当
分
の
間
、
地
方
法
人
特
別
税
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

の
ほ
か
、
当
分
の
間
、
地
方
法
人
特
別
税
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
削
除
）

第
十
六
条

削
除

（
情
報
流
通
行
政
局
郵
政
行
政
部
企
画
課
の
所
掌
事
務
の
特
例
）

（
情
報
流
通
行
政
局
郵
政
行
政
部
企
画
課
の
所
掌
事
務
の
特
例
）

第
十
八
条

情
報
流
通
行
政
局
郵
政
行
政
部
企
画
課
は
、
第
八
十
七
条
各
号
に
掲
げ
る

第
十
七
条

情
報
流
通
行
政
局
郵
政
行
政
部
企
画
課
は
、
第
八
十
七
条
各
号
に
掲
げ
る

事
務
の
ほ
か
、
郵
政
民
営
化
法
第
八
条
に
規
定
す
る
移
行
期
間
の
末
日
ま
で
の
間
、

事
務
の
ほ
か
、
郵
政
民
営
化
法
第
八
条
に
規
定
す
る
移
行
期
間
の
末
日
ま
で
の
間
、

次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

郵
政
民
営
化
法
等
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成

一

郵
政
民
営
化
法
等
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成

十
七
年
法
律
第
百
二
号
。
以
下
こ
の
号
及
び
附
則
第
二
十
三
条
に
お
い
て
「
整
備

十
七
年
法
律
第
百
二
号
。
以
下
こ
の
号
及
び
附
則
第
二
十
四
条
に
お
い
て
「
整
備

法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
四
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ

法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
四
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ

れ
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
整
備

れ
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
整
備

法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
日
本
郵
政
公
社
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九

法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
日
本
郵
政
公
社
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九

十
七
号
）
第
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
検
査
に
関
す
る
こ
と
。

十
七
号
）
第
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
検
査
に
関
す
る
こ
と
。



二

郵
政
民
営
化
法
に
規
定
す
る
事
務
（
情
報
流
通
行
政
局
郵
政
行
政
部
貯
金
保
険

二

郵
政
民
営
化
法
に
規
定
す
る
事
務
（
情
報
流
通
行
政
局
郵
政
行
政
部
貯
金
保
険

課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
行
う
こ
と
。

課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
行
う
こ
と
。

（
削
除
）

第
十
八
条

削
除

（
情
報
流
通
行
政
局
郵
政
行
政
部
貯
金
保
険
課
の
所
掌
事
務
の
特
例
）

（
情
報
流
通
行
政
局
郵
政
行
政
部
貯
金
保
険
課
の
所
掌
事
務
の
特
例
）

第
十
九
条

情
報
流
通
行
政
局
郵
政
行
政
部
貯
金
保
険
課
は
、
第
八
十
九
条
各
号
に
掲

第
十
九
条

情
報
流
通
行
政
局
郵
政
行
政
部
貯
金
保
険
課
は
、
第
八
十
九
条
各
号
に
掲

げ
る
事
務
の
ほ
か
、
当
分
の
間
、
次
に
掲
げ
る
事
務
（
前
条
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の

げ
る
事
務
の
ほ
か
、
当
分
の
間
、
次
に
掲
げ
る
事
務
（
附
則
第
十
七
条
第
一
号
に
掲

を
除
く
。
）
を
つ
か
さ
ど
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
七
十
二
条
第
三
号
中
「
第

げ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
つ
か
さ
ど
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
七
十
二
条
第
三

十
一
条
第
一
項
第
十
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
一
条
第
一
項
第
十
一
号
及
び
附
則

号
中
「
第
十
一
条
第
一
項
第
十
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
一
条
第
一
項
第
十
一
号

第
十
九
条
第
一
項
第
二
号
」
と
、
第
七
十
三
条
中
「
前
条
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「

及
び
附
則
第
十
九
条
第
一
項
第
二
号
」
と
、
第
七
十
三
条
中
「
前
条
第
二
号
」
と
あ

前
条
第
二
号
並
び
に
附
則
第
十
九
条
第
一
項
第
二
号
」
と
、
第
八
十
七
条
第
三
号
中

る
の
は
「
前
条
第
二
号
並
び
に
附
則
第
十
九
条
第
一
項
第
二
号
」
と
、
第
八
十
七
条

「
次
条
第
三
号
」
と
あ
る
の
は
「
次
条
第
三
号
及
び
附
則
第
十
九
条
第
一
項
第
二
号

第
三
号
中
「
次
条
第
三
号
」
と
あ
る
の
は
「
次
条
第
三
号
及
び
附
則
第
十
九
条
第
一

」
と
す
る
。

項
第
二
号
」
と
す
る
。

一

郵
便
貯
金
管
理
業
務
及
び
簡
易
生
命
保
険
管
理
業
務
に
関
す
る
こ
と
。

一

郵
便
貯
金
管
理
業
務
及
び
簡
易
生
命
保
険
管
理
業
務
に
関
す
る
こ
と
。

二

条
約
又
は
法
律
（
法
律
に
基
づ
く
命
令
を
含
む
。
）
で
定
め
る
範
囲
内
に
お
い

二

条
約
又
は
法
律
（
法
律
に
基
づ
く
命
令
を
含
む
。
）
で
定
め
る
範
囲
内
に
お
い

て
、
郵
便
為
替
及
び
郵
便
振
替
に
関
す
る
国
際
的
取
決
め
を
協
議
し
、
及
び
締
結

て
、
郵
便
為
替
及
び
郵
便
振
替
に
関
す
る
国
際
的
取
決
め
を
協
議
し
、
及
び
締
結

す
る
こ
と
。

す
る
こ
と
。

２

情
報
流
通
行
政
局
郵
政
行
政
部
貯
金
保
険
課
は
、
第
八
十
九
条
各
号
及
び
前
項
各

２

情
報
流
通
行
政
局
郵
政
行
政
部
貯
金
保
険
課
は
、
第
八
十
九
条
各
号
及
び
前
項
各

号
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
郵
政
民
営
化
法
第
八
条
に
規
定
す
る
移
行
期
間
の
末
日

号
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
郵
政
民
営
化
法
第
八
条
に
規
定
す
る
移
行
期
間
の
末
日

ま
で
の
間
、
同
法
に
規
定
す
る
事
務
の
う
ち
同
法
第
九
十
四
条
に
規
定
す
る
郵
便
貯

ま
で
の
間
、
同
法
に
規
定
す
る
事
務
の
う
ち
同
法
第
九
十
四
条
に
規
定
す
る
郵
便
貯

金
銀
行
及
び
同
法
第
百
二
十
六
条
に
規
定
す
る
郵
便
保
険
会
社
に
係
る
も
の
（
同
法

金
銀
行
及
び
同
法
第
百
二
十
六
条
に
規
定
す
る
郵
便
保
険
会
社
に
係
る
も
の
（
同
法

第
百
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
百
四
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規

第
百
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
百
四
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規



定
に
基
づ
く
検
査
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
つ
か
さ
ど
る
。

定
に
基
づ
く
検
査
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
恩
給
業
務
管
理
官
の
職
務
の
特
例
）

（
恩
給
業
務
管
理
官
の
職
務
の
特
例
）

第
二
十
二
条

恩
給
業
務
管
理
官
は
、
第
百
二
十
条
第
七
項
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ

第
二
十
一
条
の
二

恩
給
業
務
管
理
官
は
、
第
百
二
十
条
第
七
項
各
号
に
掲
げ
る
事
務

か
、
当
分
の
間
、
政
策
統
括
官
の
つ
か
さ
ど
る
職
務
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
事
務
を
助

の
ほ
か
、
当
分
の
間
、
政
策
統
括
官
の
つ
か
さ
ど
る
職
務
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
事
務

け
る
。

を
助
け
る
。

一

国
会
議
員
の
互
助
年
金
証
書
の
作
成
及
び
交
付
に
関
す
る
こ
と
。

一

国
会
議
員
の
互
助
年
金
証
書
の
作
成
及
び
交
付
に
関
す
る
こ
と
。

二

国
会
議
員
の
互
助
年
金
の
受
給
権
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

二

国
会
議
員
の
互
助
年
金
の
受
給
権
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

三

国
会
議
員
互
助
年
金
等
の
支
給
に
関
す
る
こ
と
（
附
則
第
二
十
条
第
三
号
、
第

三

国
会
議
員
互
助
年
金
等
の
支
給
に
関
す
る
こ
と
（
附
則
第
二
十
条
第
三
号
、
第

四
号
、
第
六
号
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
。

四
号
、
第
六
号
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
。

四

国
会
議
員
互
助
年
金
等
に
関
す
る
事
務
の
処
理
に
関
す
る
情
報
シ
ス
テ
ム
の
整

四

国
会
議
員
互
助
年
金
等
に
関
す
る
事
務
の
処
理
に
関
す
る
情
報
シ
ス
テ
ム
の
整

備
及
び
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

備
及
び
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

五

国
会
議
員
互
助
年
金
等
の
統
計
に
関
す
る
こ
と
。

五

国
会
議
員
互
助
年
金
等
の
統
計
に
関
す
る
こ
と
。

六

国
会
議
員
互
助
年
金
等
の
原
書
の
整
理
及
び
保
管
に
関
す
る
こ
と
。

六

国
会
議
員
互
助
年
金
等
の
原
書
の
整
理
及
び
保
管
に
関
す
る
こ
と
。

（
政
策
評
価
・
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
の
所
掌
事
務
の
特
例
）

（
削
除
）

第
二
十
一
条
の
三

政
策
評
価
・
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
は
、
第
百
二
十
三
条
第

一
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
独
立
行

政
法
人
通
則
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
六
十
六
号
）
附

則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
法

に
よ
る
改
正
後
の
独
立
行
政
法
人
通
則
法
第
二
十
八
条
の
二
第
二
項
、
第
二
十
九
条

第
三
項
及
び
第
三
十
五
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
そ
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ

た
事
項
を
処
理
す
る
。



（
年
金
記
録
確
認
中
央
第
三
者
委
員
会
）

（
削
除
）

第
二
十
二
条

当
分
の
間
、
本
省
に
、
年
金
記
録
確
認
中
央
第
三
者
委
員
会
（
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
「
中
央
委
員
会
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。

２

中
央
委
員
会
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

総
務
大
臣
の
求
め
に
応
じ
、
厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十

五
号
）
第
二
十
八
条
又
は
国
民
年
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）

第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
業
務
に
関
す
る
苦
情
の
申
出
に
つ
い
て
の
必
要
な
あ
っ

せ
ん
（
以
下
「
年
金
記
録
に
係
る
苦
情
の
あ
っ
せ
ん
」
と
い
う
。
）
に
当
た
っ
て

の
基
本
方
針
そ
の
他
年
金
記
録
に
係
る
苦
情
の
あ
っ
せ
ん
に
関
す
る
重
要
事
項
を

調
査
審
議
す
る
こ
と
。

二

総
務
大
臣
の
求
め
に
応
じ
、
年
金
記
録
に
係
る
苦
情
の
あ
っ
せ
ん
で
あ
っ
て
他

の
年
金
記
録
に
係
る
苦
情
の
あ
っ
せ
ん
を
行
う
に
際
し
て
の
先
例
と
な
る
と
認
め

ら
れ
る
も
の
に
関
す
る
調
査
を
行
い
、
当
該
調
査
の
結
果
及
び
総
務
大
臣
が
前
号

の
中
央
委
員
会
の
調
査
審
議
の
結
果
に
従
っ
て
策
定
し
た
基
本
方
針
（
次
条
第
二

項
に
お
い
て
「
基
本
方
針
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
、
あ
っ
せ
ん
案
を
作
成
す
る

こ
と
。

３

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
中
央
委
員
会
に
関
し
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
は
、

年
金
記
録
確
認
第
三
者
委
員
会
令
（
平
成
十
九
年
政
令
第
百
八
十
六
号
）
の
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
年
金
記
録
確
認
地
方
第
三
者
委
員
会
）

（
削
除
）

第
二
十
三
条

当
分
の
間
、
各
管
区
行
政
評
価
局
、
沖
縄
行
政
評
価
事
務
所
及
び
行
政



評
価
支
局
に
、
そ
れ
ぞ
れ
一
の
年
金
記
録
確
認
地
方
第
三
者
委
員
会
（
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
「
地
方
委
員
会
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。

２

地
方
委
員
会
は
、
総
務
大
臣
の
求
め
に
応
じ
、
年
金
記
録
に
係
る
苦
情
の
あ
っ
せ

ん
に
関
す
る
調
査
を
行
い
、
当
該
調
査
の
結
果
及
び
基
本
方
針
に
基
づ
き
、
あ
っ
せ

ん
案
を
作
成
す
る
。

３

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
地
方
委
員
会
に
関
し
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
は
、

年
金
記
録
確
認
第
三
者
委
員
会
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
情
報
通
信
行
政
・
郵
政
行
政
審
議
会
の
所
掌
事
務
の
特
例
）

（
情
報
通
信
行
政
・
郵
政
行
政
審
議
会
の
所
掌
事
務
の
特
例
）

第
二
十
三
条

情
報
通
信
行
政
・
郵
政
行
政
審
議
会
は
、
第
百
二
十
五
条
第
一
項
に
定

第
二
十
四
条

情
報
通
信
行
政
・
郵
政
行
政
審
議
会
は
、
第
百
二
十
五
条
第
一
項
に
定

め
る
も
の
の
ほ
か
、
当
分
の
間
、
整
備
法
附
則
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お

め
る
も
の
の
ほ
か
、
当
分
の
間
、
整
備
法
附
則
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お

そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
整
備
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
郵
便

そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
整
備
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
郵
便

貯
金
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
七
十
四
条
、
整
備
法
附
則
第
十

貯
金
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
七
十
四
条
、
整
備
法
附
則
第
十

四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
整
備
法
第
二

四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
整
備
法
第
二

条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
郵
便
振
替
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
号
）
第
六

条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
郵
便
振
替
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
号
）
第
六

十
八
条
、
整
備
法
附
則
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る

十
八
条
、
整
備
法
附
則
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る

こ
と
と
さ
れ
る
整
備
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
簡
易
生
命
保
険
法
（
昭
和

こ
と
と
さ
れ
る
整
備
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
簡
易
生
命
保
険
法
（
昭
和

二
十
四
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
百
五
条
、
整
備
法
附
則
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規

二
十
四
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
百
五
条
、
整
備
法
附
則
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
整
備
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る

定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
整
備
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る

廃
止
前
の
郵
便
貯
金
の
利
子
の
民
間
海
外
援
助
事
業
に
対
す
る
寄
附
の
委
託
に
関
す

廃
止
前
の
郵
便
貯
金
の
利
子
の
民
間
海
外
援
助
事
業
に
対
す
る
寄
附
の
委
託
に
関
す

る
法
律
（
平
成
二
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
七
条
の
二
第
二
項
及
び
整
備
法
附
則
第

る
法
律
（
平
成
二
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
七
条
の
二
第
二
項
及
び
整
備
法
附
則
第

四
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
そ
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
処
理
す
る

四
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
そ
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
処
理
す
る

。

。



（
削
除
）

２

情
報
通
信
行
政
・
郵
政
行
政
審
議
会
は
、
第
百
二
十
五
条
第
一
項
及
び
前
項
に
定

め
る
も
の
の
ほ
か
、
平
成
二
十
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
、
整
備
法
附
則
第
二
十
七

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
整
備
法
第
二
条

の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
郵
便
振
替
の
預
り
金
の
民
間
災
害
救
援
事
業
に
対
す
る
寄

附
の
委
託
に
関
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
六
条
の
二
第
二
項
の

規
定
に
基
づ
き
そ
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
処
理
す
る
。


